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「のり」の輸入を希望される皆様へ

平成２５年１月

経済産業省農水産室

本年の「のり」輸入割当ての申請手続きは、正式な公示である平成２５年１月１７日付け輸

入発表で規定されていますが、昨年同様、「のり」の種類（干しのり、味付けのり、焼きのり

等）及び原産国（韓国、中国等）により細分化されております。

以下で、商品、原産地、資格ごとに、どの枠のどの割当方法が対応しているかについての簡

単な解説をしておりますので、ご参考にして下さい。

なお、商社割当てＡ１及びＡ２（追加申請を除く。）の申請受付日は２日間（平成２５年２

月１８日及び１９日）となっています。初日に申請した方が優先的に割り当てられることはあ

りませんので、２日間のうち、どちらかご都合のよろしい日にご申請ください。

全体概要

○ 「のり」枠は、商品に応じて３枠に分割されております。

（～平成１６年度） （１７年度～）

「のり」枠 「干しのり」枠

「無糖の味付けのり」枠

「のりの調製品」枠

○ 本年も昨年同様、３枠それぞれに実績割当て（商社割当て）、先着順割当て、需要者割当

てが措置されています。なお、実績割当てについては、輸入実態に応じて、一部、原産国別

になっています。

実績割当て（商社割当てＡ１）（※韓国産限定）

「干しのり」枠 〃 （ 〃 Ａ２）（※中国産限定）

先着順割当て

需要者割当て

実績割当て（商社割当てＡ１）（※韓国産限定）

「無糖の味付けのり」枠 先着順割当て

需要者割当て

実績割当て（商社割当てＡ１）（※韓国産限定）

「のりの調製品」枠 〃 （ 〃 Ａ２）（※韓国産以外）

先着順割当て

需要者割当て



- 2 -

枠の詳細

Ｑ１．商品○○を輸入したいのだが、どの枠の割当てを受ければいいのか。
Ａ１．商品別に対応する枠は以下のとおりです。輸入発表の冒頭注意書き及び１.で確認

をお願いします。

主な商品 詳細(関税分類) 枠

「干しのり」（乾のり） 1212･21-1、1212･21-2 ⇒「干しのり」枠
「塊状ののり」 紙状に抄製した海草並びにそ
「原藻」 れ以外のあまのり及びあまの

りを交えた海草

「無糖の味付けのり」 2106-90-2-(2)-E-(b) ⇒「無糖の味付けのり」枠
（韓国風味付けのり） 無糖の味付けのり

「焼きのり」 2106-90-2-(2)-E ⇒「のりの調製品」枠
「加糖の味付けのり」 のりの調製品（焼きのりを含
「佃煮」 み、無糖の味付けのりを除

く。）

なお、平成２４年１月１日付けで関税低率表が改正された事に伴い、「干しのり」の
関税分類番号が、従来の1212･20-1-(1)及び1212･20-1-(2)から、1212･21-1、1212･21-2
に変更となりましたので、「干しのり」の申請を希望される方はご注意ください。

Ｑ２．○○産の商品△△を輸入するには、どの割当てを受ける必要があるのか。
Ａ２．原産地・商品別に対応する割当方法は以下のとおりです。

原産地 商品 割当方法

韓国 干しのり等 ⇒「干しのり」枠の商社割当てＡ１
〃 先着順割当て
〃 需要者割当て＊

無糖の味付けのり ⇒「無糖の味付けのり」枠の商社割当てＡ１
〃 先着順割当て
〃 需要者割当て＊

焼きのり、加糖の ⇒「のりの調製品」枠の商社割当てＡ１
味付けのり等 〃 先着順割当て

〃 需要者割当て＊

中国 干しのり等 ⇒「干しのり」枠の商社割当てＡ２
〃 先着順割当て
〃 需要者割当て＊

無糖の味付けのり ⇒「無糖の味付けのり」枠の先着順割当て

焼きのり、加糖の ⇒「のりの調製品」枠の商社割当てＡ２
味付けのり等 〃 先着順割当て

〃 需要者割当て＊

その他 干しのり等 ⇒「干しのり」枠の先着順割当て

無糖の味付けのり ⇒「無糖の味付けのり」枠の先着順割当て

焼きのり、加糖の ⇒「のりの調製品」枠の商社割当てＡ２
味付けのり等 〃 先着順割当て

＊：需要者割当てにおける運用予定
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Ｑ３．本年、「干しのり」の輸入を行いたいが、どの割当てに申請できるのか。
（昨年、○○割当てを受けたが、今年はどの割当てを受けられるのか。）
（○○割当てを受けるためには、どういった資格が必要か。）

Ａ３．申請資格別に対応する割当方法は以下のとおりです。輸入発表の５.で確認をお願
いします。特に以下の申請資格は“概要”しか記しておりませんので、必ず輸入
発表をお読み下さい。
「無糖の味付けのり」及び「のりの調製品」についても同様の考え方です。

申請資格（概要） 割当方法

・平成２２年度「干 ・平成２４年２月１日から平成
しのり」輸入発表の ２５年１月３１日までの間に 原産地が韓国の場合は
商社割当てＡ１及び 「干しのり」（原産地を問わな ⇒商社割当てＡ１
Ａ２保有者 い）を輸入している。 原産地が中国の場合は

・平成２５年１月３１日までの ⇒商社割当てＡ２
輸入通関数量（消化実績）が輸
入割当数量の８０％以上（２回
以上割当を受けた者は各々の輸
入割当て数量の８０％以上）

・平成２３年度「干 ・平成２４年２月１日から平成
割 しのり」輸入発表の ２５年１月３１日までの間に
当 商社割当てＡ１及び 「干しのり」（原産地を問わな
を Ａ２保有者 い）を輸入している。
受
け ・平成２３年度「干 ・輸入通関数量（消化実績）が
た しのり」輸入発表の 輸入割当数量の８０％以上
者 先着順割当て保有者

・平成２４年度「干 ・輸入通関数量（消化実績）が
しのり」輸入発表の 輸入割当数量の８０％以上
先着順割当て保有者

・平成２４年度「干 ・平成２５年２月１８日～１９
しのり」輸入発表の 日に商社割当てＡ１又はＡ２を 原産地が韓国の場合は
商社割当てＡ１及び 申請し、割当てを受けている。 ⇒商社割当てＡ１（追
Ａ２保有者 加申請）

原産地が中国の場合は
・平成２４年度「干 ・追加割当て分の輸入通関数量 ⇒商社割当てＡ２（追
しのり」輸入発表の （消化実績）が輸入割当数量の 加申請）
商社割当てＡ１及び ８０％以上
Ａ２（追加申請）、
保有者

新 平成２４年２月１日から平成２５年１月３１日までの ⇒先着順割当て
規 間に、食料品を１０万米ドル以上（申請受付２日目（平
者 成２５年２月２６日）以降は平成２４年２月１日から

申請日前日までの期間に食料品の輸入通関実績があれ
ば可とする。）輸入している。

水産庁長官から発注限度内示書の発給を受けた者から発注 ⇒需要者割当て
を受けている。(※)
※ 入札会・商談会を通じて傘下の会員（加工業者、問屋等）に配分

されています。なお、実際の貿易は通関代行商社が行っています。
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Ｑ４．「干しのり」と「無糖味付けのり」等複数の種類の割当てを受けることは可能なのか。

Ａ４．可能です。それぞれ申請をして下さい。

Ｑ５．申請数量の上限はどれくらいか。

Ａ５．①商社割当てＡ１及びＡ２の申請数量の上限は、平成２４年２月１日から平成２５年１

月３１日までの輸入通関数量の総計です。ただし、申請数量が輸入割当て限度数量を超

えた場合はあん分して割り当てます。

②商社割当ての追加申請の上限は２００万枚です。

③需要者割当ての上限は発注書に記載の数量です。

④先着順割当ての上限は２０万枚です。

Ｑ６．商社割当てＡ１とＡ２の両方を申請することは可能なのか。

Ａ６．可能です。Ａ１とＡ２の申請数量の合計は、輸入通関数量（消化実績）が上限となりま

す。（例：前年度輸入通関数量が２００万枚の場合、Ａ１を１２０万枚、Ａ２を８０万

枚申請することが可能。）

ただし、追加申請については、一回の申請につきどちらか一方の割当てしか申請でき

ません。


